
 

 

 

1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 終身建物賃貸借事業の認可の申請 

根拠法令及び条項 高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：     ) 

【内容】(※審査基準を公表する場合のみ記載すること。) 

高齢者の居住の安定確保に関する法律第54条（許可の基準） 

別紙のとおり 

審査基準 

設定年月日 
平成23年6月3日 

審 査 基 準 

最終変更年月日 
令和7年10月1日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間(    30日        ) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第1号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日 
令和7年10月1日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署  まちなみ共創部 まちなみ整備課 

備考 

 

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がない場合

は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載すること。 



 

 

 

 

高齢者の居住に安定に関する法律 

 

（認可の基準） 

第五十四条 都道府県知事は、第五十二条第一項の認可の申請があった場合において、当

該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするこ

とができる。 

一 賃貸住宅において、公正証書による等書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する

場合における当該電磁的記録を含む。第五号及び第五十八条において同じ。）によって

契約をする建物の賃貸借（一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞ

れの賃借人に係る建物の賃貸借）であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃

借人が死亡した時に終了するもの（以下「終身建物賃貸借」という。）をするものであ

ること。ただし、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建

物賃貸借（借地借家法第三十八条第一項の規定による建物賃貸借をいい、一年以内の

期間を定めたものに限る。次号において同じ。）をする場合は、この限りでない。 

二 賃貸住宅の賃借人となろうとする者（一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二

人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て）から仮に入居する旨の申

出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため

定期建物賃貸借をするものであること。 

三 賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであ

ることその他国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。 

四 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、

敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金とし

て一括して受領しないものであること。 

五 前号の前払金を受領する場合にあっては、当該前払金の算定の基礎が書面で明示され

るものであり、かつ、当該前払金について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととな

る場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるもの

であること。 

六 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適

合するものであること。 

七 その他基本方針（当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村

の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、

当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域（当該

市町村の区域を除く。）内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居

住安定確保計画。第六十六条において同じ。）に照らして適切なものであること。 

別紙 


